
「結核に関する特定感染症予防指針」の論点（案） 
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昭和二十六年の結核予防法の制定以来およそ半世紀が  
経過し、この間の結核を取り巻く状況は、医学・医療   1．国際的には多剤耐性結核、  

． 

しで、何らかの言及が必要か云  
層の結核単独かつ初感染発病を中心としたり患から一  Z．結核の診断・治療の技術につい  
変し、基礎疾患を有する既感染の高齢者のり患が中心  
となっている。・また、高齢者のみならず、一部の大都  発さ■れた新しい技術（具体例、：リン  

市等の特定の地域において、高発病、遅発見、・治療中 パ球の薗特異蛋白刺激によるイン  
断、伝播高危険等の要素を同時に有し ターフェロンγ放出試験、耐性遺伝  
存在についても疫学的に明らかたなっている。一方 
で、結核医療に関する知真の蓄積により 単独事等量   反映することが必要か。  
断・治療の技術は格段に向上した。  

このような結核を取り巻く。状況の変化に対応するに  3．特定感染症予防指針策定以降の患   
ま∴予防の適正化と治療の強化、きめ細かな個別的対  者勢の減少を受け、低まん延化に向  
応、人権の尊重、地域格差への対応を基本とした効率  けた、施策の⊥層の重点化を検討す  
的な結核対策の実施が重要である。また、／結核対策に  ることが必要かこ（例えば、健康診  
おいて結核予防法が果た－してきた役割の大き・さと、い  断を効率化し、リスクグループヘ焦  
まだに結核が主要な感染症である魂実とを踏まえ、感  点を当てた徹底的な対策による低ま  
染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法  ん延化の促進、碍核の根絶をめざす 
律等の一部を改正する法律（平成十八年法律第百六号）  等。・▲）  
の施行に伴う結核予防嶺の廃止後においてもー、感染症  4．適正技術の維持や医療環供体制の  
の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律  再構築等の罷患率減少に皐って生ず  
（平成十年法律第百十四号。以下「法」という。）に基  る新七な課題に対応することが必要  

づき、結核－の尭生の卓防及びそのまん延の防止∴結核  かム  

患者に対する良質かつ適正な医療の提供、結核に関す  
る研究の推進、医薬品の研究開発、人材養成、－啓発や  
知識の普及とともに、国と地方公共団体、地方公共団  
体相互の連携と役割分担を明確にし、繹核対策を総合  
的に推進することにさ■リ、 
る必要がある。  



修等を通じて、確実な情報の把握及び処理その他精度  
の向上に努ゆる必要がある。  

、   
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卜 基本的考え方  

1■結核予防計策においては、感染症の予防の総合的  
な推進を図るための基本的な指針（平成十一年厚生省  
告示第百十五号。以下「基本指針」という・ムー）第一の  
一に定める■事前対応型行政の体制の下、国及び地方公  
共団体が具体的な結核対策を企画、，立案、実施及び評  
価していくことが重要である。  

2－ 大都市等の特定の地域において、高発病、遅発  ○感染症予防事業【補  
見、治療中断、伝播高危険等の社会的リスクを同時に  助金】（接触者健診、  
有して小る結核発症率の高い住民層に対して 
施策が及ぶような体制を構築する必要がある。そのた 
め、－我が国の現在の結核のまん延状況にかんがみ、発  
生の予防及びまん延の防止のための対策のま点は、発  
症のリスク等に応 
周辺の接触者健診、「有症状時の早期受療の勧奨等きめ  
細かな個別的対応に置くことが重要である。   

ニ法第五十条の二甲碍牢に革づく定期の健康琴臥  

1 かつて、我が国において結核が高度にまん延して  1．指針策定後、感染症法及び労働安  1．高まん延の時期と比べれば、現  
いた時代におし＼ては、定期の健康診断を幅広く実施す  全衛生法に基づく健康診断は、効率  段階では、定期健康診断の政策貯  
ることは、結核患者の発見の効率的な方法であった  化を■目的とした見直しが行われてい  有効性は低下している・ものの、い  
が、り患率の低下等結核を取り巻く状況の変化を受け  るが、それを前提とした書■きぶりに  まだ有効な手段であるため、効率  
て、，現在、定期の健康診断によって患者が発見される  することが必要かム   的に取り組む。  
割合は極端に低下しており、公衆衛生上の結核対策に  
おける定期の健康診断の政策的有効性は低下してきて  
いる。  
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2 一方、高齢者、地域の実情に即した疫学的な解析  065歳以上の者に対す  2．高齢者、地域の実情に即した疫学  2．高齢者を含め、早期発見・さ台療  
により結核発病の危険が高いとされる住民層、発病す  る定期健康診断【政  的な解析により結核尭病の危険が高  のためたどのような範囲の人がリ  
ると二次感染を起こしやすい職業に就労している者等  令】   いとされる住民層．（ハイリスクグ  スクグループとして健診の対象に  
の定期の健康診断の実施が政策上有効かつ合理的で▲あ  ループト、・発病すると二次感染を起  なるか整理が必要であり、研究班  
ると認められる者については、・，・重点的な健康診断の実  こ・しやすい胞業に就労している者  等で検討していく。（65歳以上受診  
施が重要であるとの認識め下、健康診断の受診率の向  （デンジャーグループ）等の定期健  率：26．7％、ハイリスクグループの  
上を目指すこととす．る。  康．診断の実施状況は適切であるか。  

3．さらなる健診の効率化の観点か  
ら、健診対象とする高齢者の範囲  
（年齢の定義）．を見直すことを検討  

することが必要か。 3．高齢者の定期健診については、  
かかりつけ医が、繹核を念頭に、  
受療中の高齢患者に定期的な健診  
を推奨するのが効果的。（市町村  
健診委託状況調査）  

3学校、二社会福祉施設等の従事者に対する健康診断  ○各種学校等で実施す  4．定期健康診断の対象である集団感  4．範囲の見直しについては、さら  
が義務付けられている施設のみならず、学習塾等の集  る定期健康診断【政 染を防止する要請の高い事業所の従  にサーベイランスデータから研究  
団感染を防止する要請■の高い事業所の従事者に対して  令】   事者（デンジャーグループ）■につい．  班等七検証する必要がある。  
も、有症状時の早期受療の勧奨及び必要に応じた定期  て∴最近の集団発生事例を■踏まえ、 
の健康診断の実施等の施設内感染対・策を講ずるよう地  効果を評価し∴範囲を見直すことが  
方公共団体が周知等を行うこととする。また、滞神科  必要か。  
病院を始めとする病院、老人保健施設等（以下「病院  
等」という。）の履学的管理下にある施設に収容され  
ている者に対しても、施設の 
康診断を実施することが適当である。  

4 基本指針に則して都道府県が策定する予防計画の  ○市町村が特に必要と  5．市町村が定期の健康診断の対象者  5．市町村レベルでは、健康診断の  
中に、市町村の意見を踏まネ、り患率等の地域の実情  貢忍める者に対する健粛  を定める際の参酌基準（患者発見率  対象者数が少なく、参酌基準を適  
に応じ∴定期の健康診断の対象者について定めること  診断【政令】   ○・○ニから・0・○四パーセント）  用することは技術的に困難である  
が重要である。市町村が定期の健康診断の対象者を定  について、近年の知見を踏まえ見直  ので、少なくとも都道府県レベル 
める際には、患者発見率010二から○・○四パーセ  しが必要か。   以上での参酌基準であることを明  
ントをその基準として参酌するてとを勧奨する。  示する∴  

5・市町村は、医療を受けていないじん肺患者等に対  6．低蔓延状態に向けて、「有症状時  ．6こ症状の出現、増悪に際して、早  
しては、結核発症のリスクた関する普及啓発ととも の早期受診」がより重要となること  期受診を促すことが重要。  
に、健康診断の受診の勧奨に努めるべきである。  から「症状の出現、増悪に際して早  

期受診」■を加えること・が必要か。  




